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１ はじめに 

 特定家畜伝染病については、平成２８年県内

HPAI 発生、平成３０年には海外で ASF 感染拡

大、国内における CSF 発生など目まぐるしく情

勢が変化した。これらを契機に、家保は「いつ

でも、どこでも起こりうる危機」に対応できる

よう、実効性のある防疫体制の整備が求められ

るようになった。そのためには、地域の状況に

応じた対策が必要である。 

 

２ つがる地域の特性と課題 

当地域の畜産は、１戸あたりの飼養頭羽数が

県全体と比べて少なく、中小規模農家が主体で

ある。さらに、生産者の半数以上が 60 代以上

と高齢化が進み、後継者が不足し、設備投資を

伴う衛生対策は十分な経費を掛けられず実施

困難な状況である（図１）。

 

図１ つがる地域の特性と課題① 

 

また、当所は、所管する２つの県民局の防疫

体制の整備が必要である。さらに、当地域の農

業算出額のうち畜産の占める割合が低く、関係

機関等に畜産担当者が少ないことから、効率的

かつ効果的に体制強化を図る必要がある（図

２）。 

 

図２ つがる地域の特性と課題② 

 

３ 取組の概要 

生産者と防疫体制に関する課題を踏まえ、次

の２つの取組を行った。取組１は、生産者によ

る発生予防対策の徹底である。防疫研修会によ

り衛生意識の向上を図るとともに、巡回による

改善指導を徹底し、対策の実行率向上を目指し

た。取組２は、効率的・効果的な防疫体制の強

化である。県民局では役割分担ごとの勉強会と

全体の合同演習、埋却作業については業者によ

る調査と研修会の２段構えで取り組んだ。併せ

て関係者との協力体制を構築することで防疫

体制の強化を図った（図３）。 



 

図３ 改善に向けた取組 

 

４ 生産者による発生予防対策の徹底［取組

１］ 

（１） 防疫研修会 

平成３０年度は家きん、令和元年度は豚飼養

農場を対象に実施した。研修会では、特定家畜

伝染病が自農場で発生した際の対応を、実際の

防疫対応を例に説明した。また、自農場が制限

区域に入った場合の対応や、予防のためのポイ

ントを、発生農場の疫学調査で不備があった点

をもとに説明した。このように、生産者目線で

防疫対応を説明し、危機感の共有と衛生意識の

向上を図った。 

 

（２） 養豚場ごとの防疫検討会 

さらに、養豚場ごとの防疫検討会を実施した。

検討会では各農場に家保職員を配置して衛生

対策を指導し、対応困難な対策は、その理由を

聞き、代替案を提案するなど農場の実情に応じ

た改善指導を行った。例えば、防護柵の設置に

ついて、経費の面で難しいとの回答に対し、消

石灰の散布などの代替案を示し、農場ができる

対策を提案した。 

 

 

（３） 巡回による改善状況確認 

検討会の後、農場を巡回し改善状況を確認し

た。豚・いのししを飼養する全１２農場を対象

に延べ５５回指導し、飼料タンク下の清掃や消

石灰散布は指導した５戸のうち４戸で改善、出

入時の消毒徹底や踏込消毒前の有機物除去な

どは８戸中７戸で改善、立入者等の記録は９戸

中７戸で改善が認められた（図４）。 

 

図４ 巡回による改善状況確認 

 

（４） 高齢の生産者への対応 

 高齢の生産者は、取り組む意思があっても体

力的な理由により対応できない場合があるた

め、ため池への防鳥テープや畜舎へのシート設

置、記録様式の配布などを家保が支援・作業協

力することで、管内全体の衛生レベルの底上げ

を図った。 

 

５ 効率的・効果的な防疫体制の強化［取組２］ 

 特定家畜伝染病発生時には、発生地に危機対

策本部地方支部（以下、地方支部）が設置され、

職員は地方支部と集合施設などの防疫拠点の

運営を担うこととなる（図５）。そこで、職員

の作業に対する理解向上のため、地方支部、集

合施設、現場事務所、埋却地、焼却ポイントの



５つの拠点ごとに勉強会を２県民局それぞれ

で開催した。次に、地方支部と防疫拠点間の円

滑な情報伝達を訓練するため、全拠点の担当者

を参集し、２県民局合同の机上演習を実施した。

 

図５ 特定家畜伝染病発生時の組織図 

 

（１） 拠点ごとの勉強会 

 対象は２県民局の担当職員で、平成 30年度

と令和元年度に担当業務の説明と実習を行っ

た。現場事務所の実習では、資材を置いて再現

し、ゾーニングの必要性を説明した。消毒ポイ

ントでは動力噴霧機の組立から実習した。集合

施設と現場事務所では、防護服の着脱指導や補

助の仕方を実習した。 

勉強会終了後に実施したアンケート結果で

は、「担当業務の内容が分かった」との回答は

１００％に、担当業務に不明な点があるとの回

答は減少した。このことから勉強会の継続によ

り、担当業務への理解向上と、不安低減が確認

された（図６）。

 

図６ 勉強会後のアンケート 

 

（２） 合同机上演習 

対象は２県民局の担当職員で、平成 29 年度

から毎年実施している。演習では、防疫拠点担

当が携帯電話で地方支部担当へ連絡、その連絡

を班長へ報告、班長からの指示を地方支部担当

が防疫拠点に正確に伝えることで連絡体制を

確認し、対応力の向上を図った（図７）。 

 

図７ 合同机上演習 

 

また、令和元年度は新たに、地方支部担当者

が連絡事項をホワイトボードに記入する訓練

を追加した。さらに、資材の到着が遅れるなど、

トラブルを付与し、その情報を誰に伝え、どう

対応したらよいかを２つの県民局の担当者が

協力して検討し、実際に連絡対応を行ったこと

で効率的かつ効果的に対応力の向上が図られ

た。 

 

（３） 埋却地の現地調査 

埋却地については、家きん農場を対象に平成

29 年度１３農場の調査を行い、小規模な７農

場は焼却、大規模で湧水がなかった６農場は埋

却とした。豚・いのしし農場は令和元年度に

12 農場調査し、実際にその埋却地を掘削する

建設業者に湧水の可能性などをみてもらった。



その結果、10 農場は自己所有地で埋却可能と

なり、不適だった 2農場は公有地を検討中であ

る。このように、農場の状況に応じた処分計画

の策定と建設業者が現地確認して作業手順を

イメージすることによって実効性のある埋却

計画とすることができた。 

 

（４） 埋却研修会 

埋却作業手順を実地で確認してもらうため、

管内全３支部の農村整備建設協会、生産者等を

参集し埋却研修会を開催した。平成 29 年度と

30 年度は養鶏場の実際の埋却地で演習した。

令和元年度は養豚場から離れている埋却地で

演習したので、現場事務所を現地に設営し、防

護服の着脱方法や、作業動線の確認を行った。

研修会に管内全３支部の建設業者が参加した

ことで効率的に手順を周知でき、埋却計画の実

効性を検証できた。 

 

（５） 関係者との協力体制構築 

 発生時に関係者から協力が得られるよう説

明に赴いて依頼した。動員者の輸送はバス会社

に、消毒ポイントの使用は国交省や NEXCO など

に、集合施設の使用は市町村に、現場事務所と

消毒ポイントの除雪や水供給は農村整備建設

協会に、処分鶏の焼却は焼却場３か所に協力を

依頼し、平成 29年に HPAI 発生時、令和元年に

は CSF 発生時にも協力の合意が得られた。 

 

５ まとめ 

特定家畜伝染病が「いつでも、どこでも起こ

り得る危機」となったことから、「発生させな

い対策」と「発生した時の対応」の両方に万全

な体制を整える必要がある。 

取組１では、まず、研修会により衛生意識の

向上を図り、農場主との対話や高齢者への作業

協力など、農場の実情に応じた指導を行ったこ

とで、改善が認められ、管内全体の衛生レベル

の引上げにつながった。 

取組２では、勉強会と合同机上演習により県

民局の対応力の向上を図り、実効性のある埋却

計画の策定と関係者との協力体制の構築によ

り、２県民局分の防疫体制を効率的かつ効果的

に強化することができた。 

これら２つの取組により、実効性のある特定

家畜伝染病防疫体制の構築につながった。今後

も更なる防疫体制の強化に向けて取り組む所

存である。 


